
箕面市立市民ギャラリー「チカノバ」手荷物等一時預かりサービス 

約  款 

２０２４年（令和６年）８月１日 

 

（公示について） 

第１条 箕面市立市民ギャラリー「チカノバ」（以下「甲」という。）の事務室に、この約

款を公示します。 

 

（サービスの目的） 

第２条 手荷物等の一時預かりサービスの目的は、甲の施設利用者及び乗降者等（以下

「乙」という。）の手荷物等を甲が一時的に預かることで、乙の行動の利便性を向上させ

ることを目的とします。 

 

（預かることができない物品） 

第３条 甲が乙から預かることができない物品は、次のとおりとします。 

（１）現金、貴重品（証券、貴金属類、重要書類、設計図面等及び乙が貴重品と判断する

物品） 

（２）死体、動物 

（３）揮発性又は爆発物等の危険なもの 

（４）銃砲、刀剣類及び犯罪に供される恐れのあるもの 

（５）臭気を発するもの、腐敗・変質しやすいもの 

（６）不潔及び保管場所を汚損、き損する恐れのあるもの 

（７）法律で所持、携帯が禁じられているもの 

（８）その他、保管に適さないもの 

 

（利用期間及び利用料金等） 

第４条 利用期間及び利用料金等は、別表-1 のとおりとします。 

２ 保管期間は、１日単位又は１月単位とし、期間の延長又は短縮することができます。た

だし、延長の場合は、延長日数に係る利用料金を加算して乙に請求します。なお、短縮の

場合は、返金しません。 

３ 乙から何らの連絡がなく、保管期間が経過した場合は、保管期間終了日の翌日から起算

して 5 日間の営業日を経過後に保管物品を処分します。なお、保管期間経過後から引き

取り又は処分までの利用料金及び処分に係る費用については、加算して乙に請求します。 

 

（保管について） 

第５条 甲は、乙の物品を乙から預かった状態で、善良な管理の下で保管します。なお、乙



は、甲が保管物品を適切に保管できるような状況（施錠や梱包、等）に努めていただきま

す。 

 

（損害賠償） 

第６条 乙の手荷物等を甲が預かり、保管中に生じた保管物品の紛失、汚損、滅却等の損害

については、甲が賠償の責を負います。ただし、甲の善良な保管の下、故意又は過失がな

い場合は、甲乙双方で協議して、その賠償責任を負うこととします。 

２ 次の場合は、紛失、汚損、滅却等の損害については、甲は責任を負わないものとします。 

（１）天災事変等の不可抗力による場合 

（２）司法権等の発動により、関係官公署から保管物品を押収又は証拠品として提出を求め

られた場合 

（３）乙が、「お預かり証兼領収書」を紛失又は盗用されたことによる場合 

（４）その他、甲の責めに帰さないと判断される場合 

３ 甲の責に帰す場合の損害賠償額は、紛失及び全部滅失の場合は、乙の申告価格又は１個

１０万円のいずれか低い価格を限度とし、時価により査定します。 

４ 甲は、乙の故意又は過失の責に帰す場合、若しくは、この約款及びこれ基づいて定めら

れている規定等を遵守しないことにより、甲に損害を与えた場合は、その損害相当額の賠

償金を乙に請求します。 

 

 

 

附 則 

 

１ この約款は、２０２４年８月１日から施行します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表-1（第４条関係） 

◆営業時間（保管物品の出し入れ）：水曜日～日曜日（10 時００～20 時 30 分） 

◆営業時間外及び年末年始（12 月 29 日～翌年 1 月 3 日）の出し入れはできません。         

【一般利用】 

利 用 

単 位 

出し入れできる 

期間・時間 

利用金額 

１個あたり 

（税込み） 

利用荷物の 

サイズ(※) 
総重量 備   考 

１日間 

水曜日～日曜日 

１０時 00 分～ 

２０時３０分 

550 円 
普通サイズ 

(160 ㎝以下) 

10 ㎏ 

以下 

 

1,100 円 
大型サイズ 

(200 ㎝以下) 

15 ㎏ 

以下 
サーフボード、等 

2,200 円 
特別サイズ 

(上記以上) 

20 ㎏ 

以下 

要相談（保管場所

の状況による） 

５営業

日の間 

水曜日～日曜日 

１０時 00 分～ 

２０時３０分 

2,200 円 
普通サイズ 

(160 ㎝以下) 

10 ㎏ 

以下 

 

4,400 円 
大型サイズ 

(200 ㎝以下) 

15 ㎏ 

以下 
サーフボード、等 

8,800 円 
特別サイズ 

(上記以上) 

20 ㎏ 

以下 

要相談（保管場所

の状況による） 

 

【チカノバ利用者限定：利用実績のある団体のみ】 

利 用 

単 位 

出し入れできる 

期間・時間 

利用金額 

１個あたり 

（税込み） 

利用荷物の 

サイズ(※) 
総重量 備   考 

１月間 

水曜日～日曜日 

１０時 00 分～ 

２０時３０分 

2,200 円 
普通サイズ 

(160 ㎝以下) 

10 ㎏ 

以下 

 

4,400 円 
大型サイズ 

(200 ㎝以下) 

15 ㎏ 

以下 
サーフボード、等 

8,800 円 
特別サイズ 

(上記以上) 

20 ㎏ 

以下 

要相談（保管場所

の状況による） 

６月間 

(半年) 

水曜日～日曜日 

１０時 00 分～ 

２０時３０分 

5,500 円 
普通サイズ 

(160 ㎝以下) 

10 ㎏ 

以下 

 

11,000 円 
大型サイズ 

(200 ㎝以下) 

15 ㎏ 

以下 
サーフボード、等 

22,000 円 
特別サイズ 

(上記以上) 

20 ㎏ 

以下 

要相談（保管場所

の状況による） 

※ 利用に荷物のサイズ寸法は、裏面の積算によるもの。 



※ 利用荷物のサイズの積算方法 

Ａ+Ｂ+Ｃ＝利用荷物のサイズ（荷物の大きさ） 

 

 

 

 

   

 


